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１ 市で定める基準を検討するにあたって～新制度における給付対象施設となるための「認可」と「確認」～  

 

新制度による「施設型給付」や「地域型保育給付」の対象となるためには、施設や事業者は、児童福祉法等による「認可」と、子ども・

子育て支援法による「確認」を受ける必要があります。 

 「認可」・・・人員配置や面積など施設・事業に必要な基準を満たしているか。  

 「確認」・・・会計処理や情報公開などの基準を満たし、給付対象施設・事業者として適格かどうか。  

 

２ 市が条例で定める必要のある基準について 

 

① 地域型保育事業（家庭的保育事業等）の設備及び運営に関する基準 

② 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の確認基準  

③ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準 

 

 

■子どものための教育・保育給付に係る市と県との役割分担 

 施設・事業 認可の権限 確認の権限 認定と給付 

施
設
型
給
付 

教育・保育施設 

認定こども園 

千葉県 

成田市 成田市 

幼稚園 

保育所 

地
域
型
保
育
給
付 

地域型保育事業 

小規模保育 

成田市 
家庭的保育 

事業所内保育 

居宅訪問型保育 
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３ 市の基準決定に際して踏まえる「従うべき基準」「参酌すべき基準」について  

 

新制度では、新たに施設や事業の設備及び運営に関する基準等について、国が定める基準を踏まえ市町村が条例で定めることとされて

います。  

条例を定めるにあたっては、国の子ども・子育て会議の検討を経て制定・公布された省令等の「従うべき基準」と「参酌すべき基準」

という基準に沿って定めることとされています。  

 

 従うべき基準 参酌すべき基準 

法的効果 

○「従うべき基準」とは、必ず適合しなければならな

い基準 

○条例の内容は、法令の「従うべき基準」に従わなけ

ればならない 

○「参酌すべき基準」とは、十分参照しなければなら

ない基準 

○条例の制定に当たっては、法令の「参酌すべき基準」

を十分参照した上で判断しなければならない 

異なるものを定める 

ことの許容の程度 

法令の「従うべき基準」と異なる内容を定めることは

許容されないが、当該基準に従う範囲内で、地域の実

情に応じた内容を定めることは許容 

法令の「参酌すべき基準」を十分参照した結果として

であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定める

ことは許容 

備   考 

「従うべき基準」の範囲内であることについて説明 

責任 

⇒基準の範囲を超える場合は違法 

「参酌する行為」を行ったかどうかについて説明責任

（行為規範） 

 ⇒「参酌する行為」を行わなかった場合は違法 
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４ 各種基準案 

 

① 地域型保育事業（家庭的保育事業等）の設備及び運営に関する基準 

 

ア 地域型保育事業について  

地域型保育事業は、新制度により新たに市町村の認可事業として位置づけられる事業です。様々な場所で多様な保育の提供が可能なこ

とから保育の確保に寄与することが期待されています。地域型保育事業は、原則満３歳未満の保育を必要とする乳幼児に対して行われる

事業で、次の４類型があります。 

 

類   型  内        容  

家庭的保育事業 

（定員５人以下） 

家庭的な雰囲気のもと、少人数を対象にきめ細かな保育を実施します。 

保育者の居宅その他の場所で行います。 

小規模保育事業 

（定員６人以上１９人以下） 

比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を

実施します。規模に応じて次の３類型が想定されています。 

Ａ型（保育所分園に近いもの） 

Ｂ型（保育所分園と家庭的保育の中間的なもの） 

Ｃ型（家庭的保育に近いもの。現在の制度ではグループ型保育ママが 

これに該当します。） 

居宅訪問型保育事業 
集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児等に対して、保護者の

居宅において、１対１できめ細かな保育を実施します。 

事業所内保育事業 

企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として保育を実施

します。また、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供し

ます。 
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イ 地域型保育事業の類型別認可基準の概要 

    類 型  

   

項 目  

従うべき基準 

参酌すべき 

基準 

家庭的保育事業 

(５人以下)  

小規模保育事業(６人以上１９人以下)  事業所内保育 

居宅訪問型保育 

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 利用定員１９人以下 利用定員２０人以上 

保育に従事する者 従うべき基準 
家庭的保育者 

(＋家庭的保育補助者) 
保育士 

保育士＋保育従事者 

保育士割合 1/2 以上 

家庭的保育者 

(＋家庭的保育補助者） 

保育士＋保育従事者 

保育士割合 1/2 以上 
保育士 家庭的保育者 

職員数 従うべき基準 

０～２歳児 

(３歳以上 

も可)  

３：１ 

補助者を置

く場合５：２ 

０歳児 

１・２歳児 

３：１  

６：１  

０歳児 

１・２歳児 

３：１  

６：１  

０～２ 

歳児 

(３歳以上

も可)  

３：１  

補助者を置く

場合５：２  

０歳児 

１・２歳児 

３：１  

６：１  

０歳児 

１・２歳児 

３：１  

６：１  

０～２歳児 

(３歳以上も可)  
１：１ 

( ３ 歳 以 上

受入)  

３歳児 

４歳児以上 

 

 

20:１  

30:１  

( ３ 歳 以 上

受入)  

３歳児 

４歳児以上 

 

 

20:１  

30:１  

(３歳以上 

受入)  

３歳児 

４歳児以上 

 

 

20:１  

30:１ 

(３歳以上 

受入)  

３歳児 

４歳児以上 

 

 

20:１  

30:１  

合計＋１名 合計＋１名 合計＋１名 常時２名以上 

給食 

給食 従うべき基準 
自園調理(食事の提供の責任が事業者にある等一定の条件の下、他の施設から搬入可)  

※搬入施設(連携施設(保育所、幼稚園又は認定こども園)、事業者と同一法人等、学校給食共同調理場)からの搬入可 ― 

設備 従うべき基準 調理設備(※給食を搬入する場合にあっても、提供にあたって必要な加熱、保存等の調理機能を備えること)  調理室(※同左)  

職員 従うべき基準 調理員(全部委託・搬入の場合は不要)  ― 

設備 参酌すべき基準 

保育専用室、便所 

同一敷地内に遊戯等に適

当な広さの庭(付近の代替

地可)  
０・１歳児  乳児室又はほふく室、便所 

２歳児以上  保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(付近の代替地可)、便所 

０・１歳児 

 乳児室又はほふく室、

医務室、便所 

２歳児以上  

  保育室又は遊戯室、

屋外遊戯場(付近の

代替地可)、便所 

― 

面積  参酌すべき基準 

保育室 9.9 ㎡ 

(３人を超える場合は、1 人

につき 3.3 ㎡を追加)  

屋外遊戯場 3.3 ㎡／人 

(２歳児以上)  

乳児室／ほふく室 

  3.3 ㎡／人(０・１歳児)  

保育室／遊戯室 

   1.98 ㎡／人(２歳児以上)  

屋外遊戯場 

   3.3 ㎡／人(２歳児以上)  

乳児室／ほふく室 

  3.3 ㎡／人      

   (０・１歳児)  

保育室／遊戯室 

   3.3 ㎡／人    

   (２歳児以上)  

屋外遊戯場 

  3.3 ㎡／人  

   (２歳児以上)  

乳児室／ほふく室 

  3.3 ㎡／人 

(０・１歳児)  

保育室／遊戯室 

   1.98 ㎡／人 

(２歳児以上)  

屋外遊戯場 

 3.3 ㎡／人 

(２歳児以上)  

乳児室 1.65 ㎡／人 

(０・１歳児)  

ほふく室 3.3 ㎡／人 

(０・１歳児)  

保育室／遊戯室 

 1.98 ㎡／人 

(２歳児以上)  

屋外遊戯場 

 3.3 ㎡／人 

(２歳児以上)  

― 
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   類 型  

   

項 目  

従うべき基準 

参酌すべき 

基準 

家庭的保育事業 

(５人以下)  

小規模保育事業(６人以上１９人以下)  事業所内保育 

居宅訪問型保育 

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 利用定員１９人以下 利用定員２０人以上 

耐火基準等  
参酌すべき基

準  

火災報知機、消火器の設

置  

消火器等の消火器具、非常口その他の設備を設置  

保育室等を２階以上に設置する場合は耐火・準耐火建築物、手すり等の乳幼児の転落事故防止設備、避難階

段については、当面、現行の認可保育所に準じた取扱い  

―  

連携施設 従うべき基準 

連携施設(保育所、幼稚園又は認定こども園)を確保する（経過措置：確保が著しく困難で他の事業から支援が受けら

れると認められる場合は、５年間、連携施設を確保しないことができる） 

①集団保育を体験させるための機会の設定、保育内容に対する相談・助言支援を行う 

②代替保育を提供する 

③保育の終了に際して、引き続き保育を提供する 

左欄の①、②に係る

連携協力は不要 

連携施設の確保を要し

ない。ただし、障害、疾

病等の状況により障害

児入所施設等を適切に

確保 

非常災害 
参酌すべき基

準 
毎月１回の避難・消火訓練を行う ― 

嘱託医 従うべき基準 嘱託医の委嘱（連携施設と同一の委嘱医に委嘱も可） ― 

健康診断 
参酌すべき基

準 
利用開始時の健康診断、１年に２回の健康診断を学校保健安全法の規定に準じて行う ― 

保育時間 
参酌すべき基

準 
１日につき８時間（事業者が定める） 

その他 
参酌すべき基

準  
地域の子どもの利用定員の設定が必要 
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② 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の確認基準案 

 

ア 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の類型別確認基準の概要 

類 型 

項 目 

従うべき基準 

参酌すべき 

基準 

特定教育・保育施設 特定地域型保育事業 

認定こども園 幼稚園 保育所 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 

利用定員 従うべき基準 20名以上 最低利用定員は設

定しない 

20名以上 １人以上５人以下 A型・B型：６人以上

19人以下 

C型：６人以上10人

以下(経過措置：６

人以上15人以下） 

１人 利用定員に応じ市

町村が定める 

１号認定：区分全体

で定員設定 

２号認定：区分全体

で定員設定 

３号認定：０歳、１・２

歳の定員を区分し

て設定 

１号認定：区分全体

で定員設定 

２号認定：区分全体

で定員設定 

３号認定：０歳、１・２

歳の定員を区分し

て設定 

３号認定：０歳、１・２歳の定員を区分して設定 

内容及び手続の 

説明・同意 

従うべき基準 運営規程、職員勤務体制、利用者負担等重要事項を文書で説

明し、同意を得る 

運営規程、連携施設、職員勤務体制、利用者負担等重要事項を文書で説明し、同意

を得る 

参酌すべき基

準 

説明方法 文書、電子メール、インターネットへの掲載CD-ROM等の交付  

ただし、電子媒体により提供しようとするときは利用申込者の承諾が必要 

運営規程 参酌すべき基

準 

①施設の目的、運営方針 

②提供する教育・保育の内容 

③職員の職種、人数、職務の内容 

④教育・保育を行う日、時間、提供を行わない日 

⑤利用者負担等費用の種類、支払いを求める理由とその額 

⑥認定区分ごとの利用定員（地域型保育事業は「利用定員」） 

⑦施設の利用開始、終了に関する事項及び留意事項（選考方法(当分の間、私立保育所は除く)を含む） 

⑧緊急時の対応 

⑨非常災害対策 

⑩虐待防止措置 

⑪その他施設運営上の重要事項 

正当な理由のな

い提供拒否の禁

止 

従うべき基準 正当な理由がない提供拒否の禁止 
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類 型 

項 目 

従うべき基準 

参酌すべき 

基準 

特定教育・保育施設 特定地域型保育事業 

認定こども園 幼稚園 保育所 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 

利用申込が利用

定員を超える場

合の対応等 

従うべき基準 １号認定：抽選、

申込順等公正な方

法で選考 

２･３号認定：保育

の必要性が高い子

どもが優先的に利

用できるよう選考 

１号認定：抽選、

申込順等公正な方

法で選考 

２･３号認定：保育

の必要性が高い子

どもが優先的に利

用できるよう選考 

３号認定：保育の必要性が高い子どもが優先的に利用できるよう選考 

参酌すべき基

準 

自ら適切な教育・保育を適切に提供することが困難な場合

は、適切な施設、事業を紹介するなど適切な措置を講じる 

自ら適切な教育・保育を適切に提供することが困難な場合は、連携施設、その他

適切な施設、事業を紹介するなど適切な措置を講じる 

あっせん、調整 

及び要請に対す

る協力 

従うべき基準 市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力（※保育所は児童福祉法第24条第1項の規定に基づく委託を受けた時は正当な理由なく

拒んではならない） 

心身の状況の把

握 

参酌すべき基

準 

子どもの心身の状況、置かれている環境等を把握しなければならない 

小学校等との連

携 

参酌すべき基

準 

小学校、他の特定教育・保育施設等と密接な連携に努める 

特定教育・保育 

施設等との連携 

従うべき基準 － 連携施設を確保する（経過措置：確保が著しく困難で他の事業から支援が受けら

れると認められる場合は、5年間、連携施設を確保しないことができる） 

①集団保育を体験させるための機会の設定、保育内容に対する相談・助言支援を

行う 

②代替保育を提供する 

③保育の終了に際して、引き続き保育を提供する 

※居宅訪問型保育事業については、適用しない。ただし、障害・疾病等により集

団保育が困難な乳幼児に対する保育を行う場合、障害児入所施設等を適切に確保

する 

※事業所内保育事業のうち、利用定員が20人以上の場合、①②に係る協力は不要 

参酌すべき基

準 

－ 保育の提供の終了に際し、子どもが連携施設又は他の特定教育・保育施設におい

て継続的に保育・教育を受けられるよう子どもについての情報提供を行い、連携

施設との密接な連携に努める 

教育・保育の提

供内容等の記録 

参酌すべき基

準 

教育・保育を提供した日、内容等を記録する 

利用者負担額等

の受領 

従うべき基準 教育・保育を提供した際は、保護者から利用者負担額の支払いを受ける（法定代理受領） 

教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価については、保護者から支払いを受けることができる（保育所は市町村の同意が

必要） 

日用品、文房具等教育・保育において提供される便宜に要する費用の支払いを保護者から支払いを受けることができる 
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類 型 

項 目 

従うべき基準 

参酌すべき 

基準 

特定教育・保育施設 特定地域型保育事業 

認定こども園 幼稚園 保育所 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 

教育・保育の 

取り扱い方針 

従うべき基準 幼保連携型：幼保連

携型認定こども園教

育・保育要領 

他の認定こども園：

幼稚園教育要領、保

育所保育指針、幼保

連携型認定こども園

教育・保育要領 

幼稚園教育要領 保育所保育指針 保育所保育指針に準じる 

評価 参酌すべき基準 自ら教育・保育の質の評価を行うとともに外部評価を行い、結果を

公表し改善を図る 

自ら教育・保育の質の評価を行い、改善を図る 

定員の遵守 参酌すべき基準 原則、利用定員を超えて教育・保育を行ってはならない（年度中の保育需要への対応、措置他やむを得ない場合は除く） 

相談及び援助 参酌すべき基準 子ども、保護者からの相談に適切に応じ必要な助言・援助を行う 

緊急時等の対応 参酌すべき基準 子どもの体調が急変等した場合は、速やかに保護者又は医療機関への連絡を行う 

市町村への通知 参酌すべき基準 保護者が不正な行為によって給付費の支給を受けている場合は市町村に通知する 

子どもの適切な 

処遇 

従うべき基準 子どもの国籍、信条、社会的身分、費用負担額等によって差別的な取扱いをしてはならない 

虐待等子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない 

身体的苦痛を与え、人格を辱める等懲戒権限を濫用してはならない 

秘密保持 従うべき基準 業務上知り得た情報を漏らしてはならない 

小学校等関係機関に対し、子どもの情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておく 

苦情解決 参酌すべき基準 苦情受付窓口を設置し、苦情内容を記録する 

地域との連携 参酌すべき基準 地域住民等との連携、協力を行うなど地域との交流に努める 

事故発生の防止 

及び発生時の対応 

従うべき基準 事故発生の防止のための指針の整備 

事故発生改善策の周知徹底体制の整備 

事故防止研修の実施 

事故が発生した場合の状況記録、損害賠償の速やかな実施 

特別利用保育等の

基準 

従うべき基準 － 特別利用保育・特別利用教育を提供する際は、

当該施設と同じ設置・基準を遵守する  

 

特別利用保育・特別利用教育を受ける子ども

と、通常の保育・教育を利用中の子どもの総

数が当該施設の利用定員を超えないこと  

 

特別利用保育・・・１号認定子どもが保育所

から保育を受けること 

特別利用教育・・・２号認定子どもが幼稚園

から教育を受けること 

特別利用地域型保育を提供する際は、地域型保育事業の認可基準を遵守する 

特別利用地域型保育を受ける子ども(１号認定)と、通常の特定地域型保育を受ける子ども

(３号認定)の総数が当該施設の利用定員を超えないこと  

特定利用地域型保育を提供する際は、地域型保育事業の認可基準を遵守すること 

特定利用地域型保育を受ける子ども(２号認定)と、通常の特定地域型保育を受ける子ども

(３号認定)の総数が当該施設の利用定員を超えないこと 

 

特別利用地域型保育・・・１号認定子どもが地域型保育を受けること 

特定利用地域型保育・・・２号認定子どもが地域型保育を受けること 
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③ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準案  

 

ア 放課後児童健全育成事業について  

（「放課後児童健全育成事業」とは、児童福祉法上での放課後児童クラブ事業の名称）  

放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して、学校の余裕教室や児童館等で、放課後に適切な遊び及び

生活の場を与えて、その健全育成を図る事業であり、現在、国としての事業のあるべき水準を示すものとして、「放課後児童クラブガイド

ライン」があります。  

放課後児童健全育成事業は、平成２４年８月の児童福祉法の一部改正により、放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準について、

国が定める基準を踏まえ、市町村が条例で定めることとされました。（改正後の児童福祉法第３４条の８の２）  

 

■基準設定にあたって「従うべき基準」と「参酌すべき基準」 

類 型 基準の対象となる事項 

従うべき基準 
・従事する者の資格について（研修受講が必要） 

・職員の配置人数（２人以上配置） 

参酌すべき基準 

・児童の集団の規模（おおむね40人までとする） 

・施設・設備（施設の規模は、児童１人につきおおむね１.65㎡以上とする） 

・開所日数（年間250日以上を原則とする） 

・その他（非常災害対策、虐待等の禁止、保護者・学校等との連携等） 
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イ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の概要  

類型 

項目 

従うべき基準 

参酌すべき 

基準 

設備及び運営に関する基準の概要 

従事する者及

びその人数 

（職員） 

従うべき基準 ■従事する者 

 事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない 

■放課後児童支援員の員数 

支援の単位ごとに２人以上 

■放課後児童支援員の資格 

 次のいずれかに該当する者であり、知事が行う研修を修了した者 

①保育士の資格を有する者 

②社会福祉士の資格を有する者 

③２年以上児童福祉事業に従事した者 

④幼稚園・小学校・中学校・高等学校又は中等教育学校の教諭の資格を有する者 

⑤大学おいて、社会福祉学・心理学・教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

⑥大学おいて、社会福祉学・心理学・教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で

単位を習得したことにより大学院への入学が認められたもの 

⑦大学院において、社会福祉学・心理学・教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した

者 

⑧外国の大学おいて、社会福祉学・心理学・教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業し

た者 

⑨高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの 

一般原則 参酌すべき基

準 

■放課後児童健全育成事業における支援 

○小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき行う 

○地域社会との交流・連携を図り、児童の保護者・地域社会に運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない 

○自ら運営の内容について評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない 

非常災害対策 参酌すべき基

準 

○非常災害に必要な設備を設けるとともに、具体的な計画を立て不断の注意と訓練をするよう努める 

○訓練は、定期的にこれを行う 

設備の基準 参酌すべき基

準 

■事業を行う専用の区画 

○児童１人につきおおむね1.65㎡以上 

利用定員 参酌すべき基

準 

おおむね40人以下（支援の単位を構成する児童の数） 

   ※利用定員については、他の基準同様、国の基準を参酌し「おおむね40人以下」としますが、現在50名定員で運営している児童ホームがあることから、 

条例施行時に存在する施設（建築中のものを含む。）においては、経過規定を設け、当分の間、既存の定員とします。 
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類型 

項目 

従うべき基準 

参酌すべき 

基準 

設備及び運営に関する基準の概要 

子どもの適切

な処遇 

参酌すべき基

準  

■平等に取り扱う原則 

○利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的な取扱いをしてはならない 

■虐待等の禁止 

○利用者に児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他心身に有害な影響を与える行為をしてはならない 

■衛生管理等 

○利用者の使用する設備等の衛生管理に努め、必要な措置を講じなければならない 

運営規程 
参酌すべき基

準  

①事業の目的・運営の方針 

②職員の職種、人数・職務の内容 

③開所している日・時間 

④支援の内容・利用者の保護者が負担する額 

⑤利用定員 

⑥通常の実施地域 

⑦利用に当たっての留意事項 

⑧緊急時の対応 

⑨非常災害対策 

⑩虐待防止措置 

⑪その他事業運営上の重要事項 

秘密保持 
参酌すべき基

準  
業務上知り得た利用者とその家族の秘密を漏らしてはならない 

苦情対応 
参酌すべき基

準  

苦情受付窓口を設置等、必要な措置を講じなければならない 

行った支援に関して市町村から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行わなければならない 

開所時間・日

数 

参酌すべき基

準  

■開所時間：児童の保護者の労働時間・小学校の授業の終了の時刻その他の状況を考慮して定める 

○休業日…１日につき８時間以上 

○休業日以外…１日につき３時間以上 

■開所日数：児童の保護者の就労日数・小学校の休業日その他の状況を考慮して定める 

 １年につき250日以上 

保護者との連

絡 

参酌すべき基

準  

常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得る

よう努めなければならない 

関係機関との

連係 

参酌すべき基

準  
市町村・児童福祉施設・利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない 

事故発生時の

対応 

参酌すべき基

準  
速やかに市町村・利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない 

 

 


